
認知症サポート医に関する各県医師会の取り組み・意見

A県医師会 :

認知症については医療よりも介護の比重が大きく、家族の支援も含め多職種の

連携がいかに円滑になされるかが最大のポイントであろう。事例検討会などを
医師会主催で行い、かかりつけ医がより積極的に連携していく姿勢が望まれ
る。

B県医師会 :

認知症サポート医の養成、かかりつけ医の認知症対応力向上の為の研修会を
行つているが、それ以上は進んでいない。高齢者の認知症は急増しているが、
専門医療機関での診察の予約期間は長く、サポート医の活用も少ないのが現
状である。

C県医師会 :

国は認知症については、医療から介護への切れ目のないサービスを提供する
ため認知症疾患医療センター等を介したネットワークの整備を進めているが、
当県ではまだ整備は図られていない。地域の医師には「認知症サポート医研
修」や「かかりつけ医認知症対応力向上研修」がなされているが、関心度はまだ
低いように思われる。

精神病床の認知症1入院患者 (病棟種類別)

「精神病床の利用状況に関する調査」
(平成19年度厚労科研「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」分担研究 )

調査対象 :全 国の精神病床を保有する病院 1,542病院中 997病院が回答。
1か 月の入院患者のうち10%を無作為抽出した調査にて、
回答総数 17,825人 、 認知症 (F00～ 03)の 入院患者数 2,936人
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第5回 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム資料より
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要介護 (要支援)認定者 (第 1号被保険者)

における認知症高齢者の将来推計

単位 :万人

西 暦 2005 2010 2015 2020 2025 2030

自立度 Ⅱ以上認知症

高齢者数 (万人)

カッコ内は65歳以上

人口比 (%)

169

(6.7)

208

(7.2)

250

(7.6)

289

(8.4)

323

(9.3)

353

(10.2)

参考 :厚生労働省 2015年の高齢者介護
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認知症による精神病床への入院患者の

身体合併症、ADL障害の状況

GAF 50以下

(n=31356)(%)
来11ベッド上の可難性、移乗、食事、トイレの使用の事項目の
いずれかについて、直接の (ボディタッチを含む懸 議が必要

※21「直接介助要」にrt該当しないが、4項目のいずれかにつ
いて、峯識・観察が必要

※3:入壌造妻が轟毒な程度

来4:外栞選院が適当な程度
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症状性を含む器質性精神障害 (主に講知疲)の

入院患者におIする身体合併症の有無
身体合併症の種類

身体合併症を持つ入の割合

特別な管
理を要す

る (※ 1)

24_9馬

1有効墜答数 3β 76人 )

Xl:入錠治疲ざ適当な曜度

¥2,外来懸義が適当な篠度
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身体1合1併1症に対応した.取1組|=係る評価||■

(1)身体合併症に対する手厚い医療への評価
① 身体疾患への治療体制を確保している、精神科を標榜する医療機関
において、入院治療を要する程度の身体合併症を発症した患者に対し、
精神疾患、身体疾患両方について治療を行つた場合、特に手厚い医療
体制を要する治療開始早期の7日 間における加算を創設

⇒ 精神科身体合併症管理加算
1)精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、認知症病棟
入院料を算定している患者の場合:300点 (1日 につき)(新設)

2)精神病棟入院基本料 (10対 1、 15対 1)、 特定機能病院入院基本
料(7対 1、 10対 1、 15対 1(精神病棟に限る。))を算定している患
者の場合:200点 (1日 につき)(新設)

″
=111

現  行 改 定 後

麟 神科身体含Ill症管理加算】

(1日 につき)

1 精神‐科散急入院料、精神科急
性期治療病棟入院料又は認知症
病棟入院料を算定している患者
の場合        300点

2 精神1病棟入院基本料 (10対 1、

15対 1)、 特定機能病院入院基
本料 (ア 対 1、 10対 1、 15対 1

(驚神病棟に限る。))を算定
している患者の場合  200点

【精神科身体合併症管理爆算】

(1日 につき)     奪50藤

[算定要件]

精神科救急入院料、精神科急性
期1治療痢榛入院料、認知症治療病
棟入院料、精神病棟入院基本料
(10対 1、 13対 1、 15対 1)又は

特定機能病院入院基本料 (ア 対 11
10対 1.1‐ 3対 1、 15対 1備 神務
棟に限る。))を算定している病
棟であること。        1

熙



(1)精神科病棟において、15対 1を超えた手厚|‐■ |‐

精神病棟入院基本料 13対 1入院基本料
|||■ tl■ ||■

‐  ‐ 11 ヽ |■ 1
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認知症についての課題と検討の方向
①求められる医療機能

現状と課題

"高齢化の進行に従い、今後認知症患者が増加することが予測されている。

口認知・症に対する専門医療については、次のような機能が求められる。

①かかりつけ医からの紹介等を受け、早期に鑑別診断・確定診断を行うとと
もに、地域の諸機関と連携して適切な医療や介護サービスに結びつける

②BPSDに対する適切な医療を提供する

③特に急性期の重篤な身体合併症に対する適切な対応を行う

・認知症に対する専門医療とともに、相談口支援の充実や、介護との連携を図
るため認知症疾患医療センターの整備が進められているが、現状では、
認知症に専門的に対応できる医療機関や医師が不足している。

日認知症患者は、急性期暉慢性期の身体合併症を有する頻度が高いが、医療
機関等において対応するための機能が十分でない。

今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会資料より 22



認知症についての課題と検討の方向
①求められる医療機能

検討

・鑑別診断、BPSDや急性期の身体合併症への対応を含め、認知症患者に
対する専門医療を提供出来る体制の確保・普及を図ることが必要である。

・このため、認知症疾患医療センターの機能の拡充を図るとともに、整備を推
進するべきではないか。

・認知症に関する専門医療口地域医療を支える医師等の資質の向上を図ると
ともに、認知症疾患医療センター等における専門医療と、診療所等を含め
た地域医療との連携の強化を図るべきではないか。

今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会資料より 23

認知症についての課題と検討の方向
②入院3入所の場

現状と課題

・
翌鷹モ訟智

「

患者の有病率やBPSDの発生頻度等について調査が進めら

・認知症患者の入院は、BPSD等の症状の消退後等の、専門的な医療を必
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認知症についての課題と検討の方向
②入院日入所の場

検 討

・認聟穂桑事ょ0灯肇斯窪異警裡麟 』辱尉奮鴨昌砦濯畠暑総黛Л
症を伴う患者に

①認知症病棟等の体制の充実

②身体合併症に対応する機能の確保
等を行うことが必要ではないか。

・専門医療機関を真に専門医療を必要とする者のために確保するためには、急性期治療
を終えた者が速やかに退院できるよう、在宅サービス・介護施設の計画的な整備ととも

醤導琶詠騨 彊お     捩狩
夕~ヽ 介護保険施設口事業所、地域の医療機

・認知症と身体合併症を有する者の終末期の入院・入所の場について、どう考えるか。

今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会資料より 25

参考

GAF(機能の全体的評定)尺度

100-9■ 広範囲の行動にわたつて最高に機能しており、生活上の問題で手に

負えないものは何もなく、その人の多数の長所があるために他の人
々から求められている。症状は何もない。

90-81 症状がまつたくないか、ほんの少しだけ(例 :試験前の軽い不安)、 す
べての面でよい機能で、広範囲の活動に興味をもち参加し、社交的

にはそつがなく、生活に大体満足し、日々のありふれた問題や心配
以上のものはない(例 :たまに、家族と口論する)。

80-71 症状があつたとしても、心理的社会的ストレスに対する一過性で予期
される反応である(例 :家族と口論した後の集中困難)、 社会的、職業
的または学校の機能にごくわずかな障害以上のものはない(例 :学業
で一時遅れをとる)。

70-61 いくつかの軽い症状がある(例 :抑うつ気分と軽い不眠)、 または、社
会的、職業的または学校の機能に、いくらかの困難はある(例 :時に

ずる休みをしたり、家の金を盗んだりする)が、全般的には、機能はか
なり良好であつて、有意義な対人関係もかなりある。

60-51 中等度の症状(例 :感情が平板的で、会話がまわりくどい、時に、恐慌

発作がある)、 または、社会的、職業的、または学校の機能における
中等度の障害(例 :友達が少ない、仲間や仕事の同僚との葛藤)。



参考

GAF(機能の全体的評定)尺度
50-41 重大な症状 (例 :自 殺の考え、強迫的儀式がひどい、しょっちゅう万引す

る)、 または、社会的、職業的または学校の機能において何か重大な障
害 (友達がいない、仕事が続かない)。

40-31 現実検討か意思伝達にいくらかの欠陥 (例 :会話は時々、非論理的、あ
いまい、または関係性がなくなる)、 または、仕事や学校、家族関係、判

断、思考または気分、など多くの面での粗大な欠陥 (例 :抑うつ的な男が

友人を避け家族を無視し、仕事ができない。子どもが年下の子どもを殴
り、家で反抗的で、学校では勉強ができない)。

30-21 行動は妄想や幻覚に相当影響されている。または意思伝達か判断に粗
大な欠陥がある(例 :時 々、滅裂、ひどく不適切にふるまう、自殺の考え
にとらわれている)、 または、ほとんどすべての面で機能することができ
ない(例 :一 日中床についている、仕事も家庭も友達もない)。

20-11 自己または他者を傷つける危険がかなりあるか (例 :死をはつきり予期す
ることなしに自殺企図、しばしば暴力的、躁病性興奮 )、 または、時には

最低限の身辺の清潔維持ができない (例 :大便を塗りたくる)、 または、意
思伝達に粗大な欠陥 (例 :ひどい滅裂か無言症 )。

10-1 自己または他者をひどく傷つける危険が続いている(例 :何度も暴力を振
るう)、 または最低限の身辺の清潔維持が持続的に不可能、または、死
をはつきり予測した重大な自殺行為。

0 情報不十分




